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(57)【要約】
【課題】被処理基板依存性の低いレジストパターンを形
成することができるレジストパターン形成方法を提供す
る。
【解決手段】被処理基板上に、酸とその酸の塩とを含む
緩衝剤含有膜を形成する工程と、前記緩衝剤含有膜の上
に、光酸発生剤を含むフォトレジスト膜を形成する工程
と、前記フォトレジスト膜を露光する工程と、前記フォ
トレジスト膜を現像する工程と、を備えたことを特徴と
するレジストパターン形成方法が提供される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理基板上に、酸とその酸の塩とを含む緩衝剤含有膜を形成する工程と、
　前記緩衝剤含有膜の上に、光酸発生剤を含むフォトレジスト膜を形成する工程と、
　前記フォトレジスト膜を露光する工程と、
　前記フォトレジスト膜を現像する工程と、
　を備えたことを特徴とするレジストパターン形成方法。
【請求項２】
　前記緩衝剤含有膜は、有機酸とその有機酸の塩とを含むことを特徴とする請求項１記載
のレジストパターン形成方法。
【請求項３】
　前記有機酸は、芳香族環構造またはヘテロ芳香族環構造を有することを特徴とする請求
項２記載のレジストパターン形成方法。
【請求項４】
　被処理基板上に、遊離酸、熱酸発生剤及び光酸発生剤の少なくともいずれかを含む下層
膜を形成する工程と、
　前記下層膜の上に、中間膜を形成する工程と、
　前記中間膜の上に、光酸発生剤を含有するフォトレジスト膜を形成する工程、
　前記フォトレジスト膜を露光する工程と、
　前記フォトレジスト膜を現像する工程と、
　を備えたことを特徴とするレジストパターン形成方法。
【請求項５】
　前記下層膜を形成する工程は、前記下層膜の材料を積層した後に第１の温度でベークす
る工程を含み、
　前記中間膜を形成する工程は、中間膜の材料を積層した後に前記第１の温度よりも高い
第２の温度でベークする工程を含むことを特徴とする請求項４記載のレジストパターン形
成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、レジストパターン形成方法に関し、特に、半導体デバイスの製造などに使用
され、光酸発生剤を含有したフォトレジストを用いたレジストパターン形成方法に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造方法は、一般に、シリコンウェーハまたはその上に被加工膜とし
て物質を堆積した被処理基板に所望のパターンを形成する多くの工程を含む。被処理基板
のパターニングでは、まず、光酸発生剤を含有したフォトレジスト（感光性物質）を被処
理基板上に塗布して、フォトレジスト膜を形成し、このレジスト膜の所定の領域に露光を
施す。次に、フォトレジスト膜の露光部または未露光部を現像処理により除去してレジス
トパターンを形成し、このレジストパターンをエッチングマスクとして被処理基板をエッ
チングする。　
　さらには、被処理基板上に、下層膜、中間膜、上層膜（フォトレジスト膜）を形成し、
被処理基板をエッチング加工する多層レジストプロセス技術が開発されている（例えば非
特許文献１参照）。
【０００３】
　露光光源としては、スループットの観点からＫｒＦエキシマレーザ、ＡｒＦエキシマレ
ーザなどの紫外光が用いられているが、ＬＳＩの微細化に伴い要求される解像度がこれら
の紫外光の波長以下となってきており、露光量裕度、フォーカス裕度などの露光プロセス
裕度が不足してきているのが実情である。
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【０００４】
　半導体デバイスの微細化により、レジストパターンのプロファイルの被処理基板に対す
る依存性が大きくなり、このことがデバイス製造やさらなる微細化の障害となっている。
レジストパターンのプロファイルの被処理基板依存性の原因の一つとして、被処理基板に
含まれる化学物質のレジスト中への拡散が考えられる。その対策として、被処理基板に含
まれる化学物質のレジスト中への拡散に対して影響の少ない、脱離エネルギーの小さい保
護基をレジストベース樹脂中に取り入れたレジスト設計をすることが考えられる。しかし
、この方法は、レジストのリソグラフィー性能の悪化を誘発し、半導体デバイス製造の障
害になる懸念がある。
【非特許文献１】大岩徳久著「次世代微細加工技術」東芝レビューＶｏｌ．５９Ｎｏ．８
（２００４）、ｐ２２～ｐ２５
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、被処理基板に依らず、所望のレジストパターンプロファイルを得ることがで
きるレジストパターン形成方法、つまり被処理基板依存性の低いレジストパターンを形成
できるレジストパターン形成方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様によれば、被処理基板上に、酸とその酸の塩とを含む緩衝剤含有膜を形
成する工程と、前記緩衝剤含有膜の上に、光酸発生剤を含むフォトレジスト膜を形成する
工程と、前記フォトレジスト膜を露光する工程と、前記フォトレジスト膜を現像する工程
と、を備えたことを特徴とするレジストパターン形成方法が提供される。
【０００７】
　また、本発明の他の一態様によれば、被処理基板上に、遊離酸、熱酸発生剤及び光酸発
生剤の少なくともいずれかを含む下層膜を形成する工程と、前記下層膜の上に、中間膜を
形成する工程と、前記中間膜の上に、光酸発生剤を含有するフォトレジスト膜を形成する
工程、前記フォトレジスト膜を露光する工程と、前記フォトレジスト膜を現像する工程と
、を備えたことを特徴とするレジストパターン形成方法が提供される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、被処理基板に依らず、所望のレジストパターンプロファイルを得るこ
とができる（被処理基板依存性の低いレジストパターンを形成することができる）レジス
トパターン形成方法が提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明する。　
　（第１の実施の形態）
　被処理基板には、種々の酸・塩基が含まれていることがあり、そのような被処理基板上
に直接、光酸発生剤を含有したフォトレジストを塗布し、塗布後ベーク・露光・露光後ベ
ーク・現像・リンス・乾燥を経てレジストパターンを得るプロセスでは、露光および露光
後ベーク中に、被処理基板から酸・塩基またはその両方がレジスト中に拡散し、レジスト
中の光酸発生剤によって発生した酸の活性の失活または増大が起こり、レジストプロファ
イルの裾引き形状またはくびれ形状が発生する。このような理由で、レジストプロファイ
ルの被処理基板依存性が発生するのである。特に、化学増幅型フォトレジストは、酸に対
して敏感であるため、顕著である。
【００１０】
　これに対して、以下の本発明の第１の実施の形態では、被処理基板上に酸およびその酸
の塩を含む緩衝剤含有膜を設け、この緩衝剤含有膜の上にフォトレジスト膜を形成する。
さらに具体的には、緩衝剤として有機酸およびその有機酸塩を含む樹脂溶液を塗布して塗
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布後ベークし、レジスト溶液に対して不溶化した緩衝剤含有膜を設け、その上にフォトレ
ジスト膜を形成する。
【００１１】
　この緩衝剤含有膜によって、露光や露光後べーク時に被処理基板から拡散してきた酸や
塩基をトラップして、レジスト中に酸や塩基が拡散するのを防ぎ、これにより、被処理基
板依存性の低いレジストパターンプロファイルを得る。
【００１２】
　図１は、本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第１の具体例
を説明する断面図である。なお、図１以降の各図面については、既出の図面に関して説明
したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００１３】
　まず、図１（ａ）に示すように、被加工膜１０上に、酸とその塩とを含む緩衝剤含有膜
２０を形成する。被加工膜１０は、酸を含んだ被加工膜であり、具体的には、酸を添加し
たＳＯＧ（Spin On Glass）膜などを挙げることができる。また、被加工膜１０中のＡは
酸を表している。なお、被加工膜１０は、図示しない基板上に形成されているが、この基
板と被加工膜とを含めて被処理基板とする。
【００１４】
　ここでは、緩衝剤含有膜２０として、有機酸とその有機酸塩を含む緩衝剤含有膜を用い
る。被処理基板上に、緩衝剤として有機酸とその有機酸塩を含む樹脂溶液を塗布し、塗布
後ベークをすることによって、レジスト溶液に対して不溶化した緩衝剤含有膜２０を形成
する。緩衝剤含有膜２０の膜厚は、例えば１００ｎｍ以下とする。
【００１５】
　有機酸としては、芳香族環構造を有するもの、またはヘテロ芳香族環構造を有するもの
を用いることができる。芳香族環構造を有するものとしては、例えばスルホン酸があり、
ヘテロ芳香族環構造を有するものとしては、例えばコハク酸がある。
【００１６】
　緩衝剤含有膜２０中のＨ＋Ｄ－は有機酸、Ｃ＋Ｄ－はその有機酸塩、Ｈ＋は解離した酸
、Ｄ－は解離した塩基を表している。緩衝剤含有膜２０において、Ｈ＋Ｄ－と，Ｃ＋Ｄ－

と、Ｈ＋と，Ｄ－と、の比率は、所定の平衡定数によって決定される。
【００１７】
　さらに、化学増幅型フォトレジストを緩衝剤含有膜２０の上に塗布し、塗布後ベークし
て、光酸発生剤を含有するフォトレジスト膜３０を形成する。なお、緩衝剤含有膜２０と
フォトレジスト膜３０とは接触してしてもよいが、緩衝剤含有膜２０とフォトレジスト膜
３０との間に、他の膜が介在していてもよい。
【００１８】
　次に、図１（ｂ）に示すように、フォトレジスト膜３０を、透過部１０１に遮光部１０
２を設けた露光マスクを介し、ＫｒＦエキシマレーザなどの露光光１０３によって露光す
る。フォトレジスト膜３０中のＨ＋は、感光した光酸発生剤によって発生した酸を表して
いる。
【００１９】
　次に、図１（ｃ）に示すように、露光した被処基板（レジスト）を、ベーカー１０４に
よって露光後ベーク（ＰＥＢ）をする。
【００２０】
　次に、図１（ｄ）に示すように、露光後ベークしたレジストを現像し、さらにリンスお
よび乾燥をさせて、レジストパターン３０ａを形成する。
【００２１】
　一方、図２は、本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第１の
具体例との比較例（第１の比較例）を表す断面図である。　
　この第１の比較例では、酸を含有する被加工膜１０上に、直接、化学増幅型レジストを
塗布および塗布後ベークしてフォトレジスト膜３０を形成し（図２（ａ））、その後、第
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１の具体例と同様に、露光（図２（ｂ））および露光後ベークし（図２（ｃ））、さらに
現像・リンス・乾燥をしてレジストパターン３０ｂを形成している（図２（ｄ））。
【００２２】
　図２に示す第１の比較例では、露光後べーク（ＰＥＢ）中に、被加工膜１０中の酸Ａが
フォトレジスト中に拡散し（図２（ｃ））、フォトレジスト中の光酸発生剤によって発生
した酸Ｈ＋の活性の増大が起こり、その結果、得られたレジストパターン３０ｂは、その
根元にくびれを生じた形状となる（図２（ｄ））。
【００２３】
　これに対して、図１に示す本実施の形態の第１の具体例では、露光後べーク（ＰＥＢ）
によって、被加工膜１０中の酸Ａは緩衝剤含有膜２０中に拡散するが、緩衝剤含有膜２０
中に含まれている塩基Ｄ－と結合してＡ＋Ｄ－となり、緩衝剤含有膜２０中にトラップさ
れるので、フォトレジスト中には拡散しない（図１（ｃ））つまり、緩衝剤含有膜２０を
設けることにより、被加工膜１０から放出される酸Ｈ＋がフォトレジスト膜３０に侵入す
ることを防止できる。　
　このため、フォトレジスト中の光酸発生剤によって発生した酸Ｈ＋の活性の増大を生じ
ることがなく、くびれのない略垂直なレジストパターン３０ａを得ることができる（図１
（ｄ））。
【００２４】
　図３は、本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第２の具体例
を説明する断面図である。　
　まず、図３（ａ）に示すように、被加工膜１５上に、第１の具体例と同じ緩衝剤含有膜
２０を、第１の具体例と同様の手順で形成する。被加工膜１５は、塩基を含んだ被加工膜
であり、具体的には、ＴＥＯＳ膜やシリコン窒化膜がある。また、被加工膜１５中のＢは
塩基を表している。なお、被加工膜１５は、図示しない基板上に形成されているが、この
基板と被加工膜とを含めて被処理基板とする。
【００２５】
　さらに、第１の具体例と同様に、化学増幅型フォトレジストを緩衝剤含有膜２０の上に
塗布し、塗布後ベークして、フォトレジスト膜３０を形成する。ここでも、緩衝剤含有膜
２０とフォトレジスト膜３０とは接触していてもよいが、緩衝剤含有膜２０とフォトレジ
スト膜３０との間に、他の膜が介在していてもよい。
【００２６】
　以下、第１の具体例（図１（ｂ）～（ｄ））と同様にして、図３（ｂ）に示すように、
フォトレジスト膜３０を露光し、図３（ｃ）に示すように、露光した被処理基板を露光後
ベークし、図３（ｄ）に示すように、露光後ベークした被処理基板を現像し、さらにリン
スおよび乾燥をさせて、レジストパターン３０ａを形成する。
【００２７】
　一方、図４は、本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第２の
具体例との比較例（第２の比較例）を表す断面図である。　
　この第２の比較例では、塩基を含有する被加工膜１５上に、直接、化学増幅型レジスト
を塗布および塗布後ベークしてフォトレジスト膜３０を形成し（図４（ａ））、その後、
第２の具体例と同様に、露光（図４（ｂ））および露光後ベークし、（図４（ｃ））、さ
らに現像・リンス・乾燥をしてレジストパターン３０ｃを形成している（図４（ｄ））。
【００２８】
　図４に示す第２の比較例では、露光後べーク（ＰＥＢ）のあとに、被加工膜１５中の塩
基Ｂがフォトレジスト中に拡散し（図４（ｃ））、フォトレジスト中の光酸発生剤によっ
て発生した酸Ｈ＋の活性の失活が起こり、その結果、得られたレジストパターン３０ｃは
、その根元に裾引きを生じた形状となる（図４（ｄ））。
【００２９】
　これに対して、図３に示す本実施の形態の第２の具体例では、露光後べーク（ＰＥＢ）
によって、被加工膜１５中の塩基Ｂは緩衝剤含有膜２０中に拡散するが、緩衝剤含有膜２
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０中に含まれている、有機酸Ｈ＋Ｄ－から解離した酸Ｈ＋と結合してＨ＋Ｂ－となり、緩
衝剤含有膜２０中にトラップされるので、フォトレジスト中には拡散しない（図３（ｃ）
）。このため、フォトレジスト中の光酸発生剤によって発生した酸Ｈ＋の活性の失活を生
じることがなく、裾引きのない略垂直なレジストパターン３０ａを得ることができる（図
３（ｄ））。
【００３０】
　以上説明したように、第１の実施の形態によれば、フォトレジストの直下に酸およびそ
の酸の塩を含む緩衝剤含有膜を設けることによって、被処理基板依存性の低いレジストパ
ターンを得られる。またさらに、被加工膜が酸性、塩基性のいずれの場合にも、共通の緩
衝剤含有膜を用いることができるので、プロセスの共通化を図ることができる。
【００３１】
　また、被加工膜がＳＯＧ膜のようにポーラス（多孔性）な膜である場合には、その上に
直接、フォトレジスト膜を形成すると、フォトレジスト中の光酸発生剤によって発生した
酸Ｈ＋が被加工膜中に拡散してしまう。これを防ぐために、被加工膜に酸を添加するが、
添加量のコントロールが難しい。これに対して、被加工膜とフォトレジスト膜との間に緩
衝剤含有膜を設けることにより、被加工膜中の酸の添加量コントロールが必要なくなる。
【００３２】
　（第２の実施の形態）
　下層膜上に中間膜を形成し、その上に上層膜としてフォトレジスト膜を形成する多層レ
ジストプロセス(Ｓ－ＭＡＰ：Stacked MAsk Process）においては、フォトレジスト膜の
直下の中間膜では、酸の添加量のコントロールが難しい。特にＳＯＧ膜のようなポーラス
な膜を中間膜に用いる場合には、フォトレジスト膜と中間膜の界面での酸の拡散・供給の
バランスを取るために中間膜に酸を添加するが、この添加量のコントロールが難しい。
【００３３】
　そこで、本発明の第２の実施の形態では、下層膜に酸を添加し、中間膜を介して、酸の
拡散・供給のバランスを制御する。間に中間膜を介しているため、下層膜に添加された酸
は、中間膜に添加した場合よりも、鈍感に作用し、このため酸の添加量のコントロールが
容易である。
【００３４】
　図５および図６は、本発明の第２の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法を説
明する断面図である。なお、図５以降の各図面についても、既出の図面に関して説明した
ものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は省略する。
【００３５】
　まず、図５（ａ）に示すように、被処理基板２００上に、遊離酸、または熱酸発生剤（
ＴＡＧ）、または光酸発生剤（ＰＡＧ）、あるいはこれらのいずれか２つ以上を混合した
ものを添加した下層膜材料を塗布することにより積層し、これをべークして下層膜２１０
を形成する。　
　ここでは、具体例として、シリコン基板上に、ＴＡＧを５ｗｔ％添加した有機下層膜を
、その膜厚が約３００ｎｍ（ナノメータ）となるようスピンコートし、１８０℃で６０秒
、３００℃で６０秒の条件下でベークする。の有機下層膜としては、例えば、ノボラック
樹脂またはクラスターカーボンを用い、これらの溶液にＴＡＧを５ｗ％添加する。　
　また、下地膜２１０は、塗布法以外にも、例えばＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition
）法などによっても形成可能である。具体的には、例えば、ＣxＨyで表される水素化炭素
化合物のガスと、希ガスと、の混合ガスをプラズマ分解することにより、下地層２１０と
して炭素からなる薄膜を積層できる。この場合にも、遊離酸、または熱酸発生剤、または
光酸発生剤、あるいはこれらいずれか２つ以上を混合したものを添加すればよい。
【００３６】
　次に、図５（ｂ）に示すように、下層膜２１０上に、中間膜材料を塗布し、これをべー
クして中間膜２２０を形成する。　
　ここでは、具体例として、無機中間膜を、その膜厚が４５ｎｍとなるようにスピンコー
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トし、１８０℃で６０秒、および３００℃で６０秒の条件下でベークする。無機中間膜と
しては、例えば、酸を添加していない、あるいは中間膜でフォトレジスト膜と界面の酸の
拡散・供給をコントロールする場合よりも酸の添加量の少なくしたＳＯＧ膜を用いる。
【００３７】
　なお、ＳＯＧ膜のように、露光光の透過性の高いものを中間膜２２０として用いる場合
には、露光光が下層膜２１０まで達するため、ＰＡＧを添加した下層膜２１０を用いるこ
とも有効である。
【００３８】
　次に、図５（ｃ）に示すように、中間膜２２０上に、光酸発生剤を含有するフォトレジ
ストを塗布し、これを露光前べークしてフォトレジスト膜２３０を形成する。　
　ここでは、具体例として、ＡｒＦ用ポジ型ＤＵＶレジスト膜を、その膜厚が１５０ｎｍ
となるようにスピンコートし、１３０℃で６０秒の条件下でベークをする。
【００３９】
　次に、図６（ａ）に示すように、フォトレジスト膜２３０を選択的にパターン露光し、
これを露光後べーク（ＰＥＢ）する。　
　ここでは、具体例として、ＤＵＶレジスト膜を、ＡｒＦエキシマレーザー露光装置にて
、ＮＡ＝０．８５、σ＝０．９０、３／４輪帯照明の条件で、透過率６％のハーフトーン
露光マスクを用いて、露光量２８ｍＪ／ｃｍ２で、パターン露光する。さらに、１３０℃
で９０秒の条件下で露光後ベークする。
【００４０】
　次に、図６（ｂ）に示すように、ＰＥＢ後のフォトレジスト膜２３０を現像処理し、レ
ジストパターン２３０ａを形成する。　
　ここでは具体例な現像処理として、２．３８ｗｔ％のテトラメチルアンモニウムハイド
ロオキサイド（ＴＭＡＨ）水溶液を用いた３０秒間のパドル現像をする。　
　以上の具体例により、０．０７μｍ以下のＬ／Ｓ（ライン・アンド・スペース）パター
ンを形成した。
【００４１】
　次に、図６（ｃ）に示すように、レジストパターン２３０ａをエッチングマスクとして
、リアクティブイオンエッチング（ＲＩＥ）によって、中間膜２２０をパターニングし、
さらにこのパターニングした中間膜２２０をエッチングマスクとして、ＲＩＥによって、
下層膜２１０をパターニング（転写加工）する。なお、その後、この下層膜２１０をエッ
チングマスクとして、被処理基板２００のエッチング加工がなされる。
【００４２】
　図７は、本発明の第２の実施の形態の具体例によるレジストパターンの断面ＳＥＭ写真
を比較例の断面ＳＥＭ写真とともに表した線図であり、（ａ１）および（ａ２）は比較例
、（ｂ１）および（ｂ２）は本実施の形態の具体例である。　
　また、図８は、本発明の第２の実施の形態の具体例によるレジストパターンの断面形状
を比較例とともに表した模式図であり、（ａ）は比較例、（ｂ）は本実施の形態の具体例
である。　
　比較例は、本実施の形態の具体例において、ＴＡＧを５ｗｔ％添加したノボラック樹脂
からなる下層膜２１０を、遊離酸、ＴＡＧ、およびＰＡＧのいずれも添加していないノボ
ラック樹脂からなる下層膜２１１としたものである。また、中間膜２２０は、いずれもＳ
ＯＧ膜である。　
　また、図９は、レジストパターンの側壁角θの定義、および本発明の第２の実施の形態
による側壁角θのコントロール方法を説明する模式断面図である。
【００４３】
　下層膜にＴＡＧ等を添加していない比較例のレジストパターンでは、その側壁角θは８
４°であり、裾引き形状となっていた（図７（ａ１），（ａ２）、図８（ａ））。これに
対して、下層膜に５ｗｔ％のＴＡＧを添加した本実施の形態の具体例のレジストパターン
では、その側壁角θは８９°であり、略垂直な形状が得られている（図７（ｂ１），（ｂ
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２）、図８（ｂ））。
【００４４】
　図８（ａ）に示すように、比較例では、フォトレジスト中の感光した光酸発生剤によっ
て発生した酸が、露光後べーク（ＰＥＢ）によってＳＯＧからなる中間膜２２０に拡散し
ても、下層膜２１１から酸が供給されないため、フォトレジスト中において酸の活性の失
活が起こる。その結果、得られたレジストパターン２３０ｂは、その根元に裾引きを生じ
た形状となる。
【００４５】
　これに対して、図８（ｂ）に示すように、本実施の形態の具体例では、ＴＡＧを添加し
た下層膜２１０から、中間膜２２０を介してフォトレジスト中に酸が供給されるため、酸
の拡散・供給をバランスさせることができる。その結果、略垂直なレジストパターン２３
０ａを得ることができる。
【００４６】
　図９に示すように、本実施の形態では、下層膜２１０に添加する遊離酸、ＴＡＧ、ＰＡ
Ｇの添加量を調整することにより、中間膜を介してフォトレジストとの界面に供給する酸
の量を調整でき、これによってレジストパターンの側壁角θを調整できる。
【００４７】
　ＳＯＧなどの中間膜に酸を添加する場合には、酸の添加量の変化に対して側壁角θが敏
感に変化するので、レジストパターンは、被処理基板依存性の高いものとなる。しかし、
下層膜では、遊離酸、ＴＡＧ、ＰＡＧの添加量の変化に対する側壁角θの変化は鈍いので
、添加量のコントロールは容易である。言い換えると、側壁角θに対する添加量のばらつ
き裕度を大きくできるので、被処理基板依存性の低いレジストパターンプロファイルを得
ることができる。そして、これによって半導体デバイスの製造歩留まりを向上させること
ができる。
【００４８】
　レジストパターンの側壁角θが８５°～９０°になるように、下層膜２１０の遊離酸・
ＴＡＧ・ＰＡＧの添加量を設定することが望ましい。
【００４９】
　下層膜のエッチング加工後（図６（ｃ）参照）に、本実施の形態の具体例および比較例
のウェーハを欠陥検査したところ、比較例の場合の有機下層膜ではショート系欠陥数が約
１５０個であったのに対して、本実施の形態の具体例のＴＡＧを５％添加した有機下層膜
では２０個以下と激減した。
【００５０】
　本実施の形態の具体例では、下層膜２１０と中間膜２２０のべーク温度を同じにしたが
、中間膜のべーク温度を、下層膜のべーク温度よりも高い温度に設定することもできる。
これによって、中間膜から下層膜に、酸を適切に供給することができる。特に、ＴＡＧや
遊離酸を添加する場合に有効である。
【００５１】
　第２の実施の形態によれば、フォトレジスト直下の中間膜ではなく、その下の下層膜に
遊離酸、ＴＡＧ、ＰＡＧの少なくともいずれかを添加することによって、被処理基板依存
性の低いレジストパターンを得られるとともに、プロセスの変更を必要としないというメ
リットがある。
【００５２】
　以上、図面を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。　
　しかし、本発明は、これらの実施の形態に限定されず、その趣旨を逸脱しない範囲にお
いて、適宜、その具体例を変更することが可能である。　
　また、本発明のレジストパターン形成方法を使用して、半導体デバイスの配線を形成し
、あるいはＭＯＳトランジスタのゲートを形成することよって、様々な半導体デバイスを
製造できる。
【００５３】
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　図１０は、半導体デバイスの製造工程の一部を例示するフローチャートである。すなわ
ち、同図は、トランジスタの製造工程を例示する。
【００５４】
　トランジスタの製造に際しては、まず、シリコンなどのウェーハ上にゲート絶縁膜を形
成する（ステップＳ１０）。そして、その上にゲート電極となる導電体を形成する（ステ
ップＳ１２）。しかる後に、所定のマスクを形成し、これらゲート電極とゲート絶縁膜を
パターニングする（ステップＳ１４）。このパターニングの工程において、本実施形態の
レジストパターン形成方法を用いることができる。すなわち、ゲート電極とゲート絶縁膜
のパターニングに際しては、ゲート電極の上にマスクとなるレジストを塗布し、所定のマ
スクを介して露光し、しかる後にレジストを現像する。この際に、本実施形態のレジスト
パターン形成方法を用いることにより、被処理基板の依存性が低くパターニングを円滑に
実施できる。
【００５５】
　その後、パターニングしたゲートをマスクとしてウェーハに不純物を導入することによ
り、ソース・ドレイン領域を形成する（ステップＳ１６）。そして、ウェーハ上に層間絶
縁膜を形成し（ステップＳ１８）、さらに配線層を形成する（ステップＳ２０）ことによ
り、トランジスタの要部が完成する。ここで、層間絶縁膜にビア・ホールを形成する工程
や、配線層をパターニングする工程においても、本実施形態のレジストパターン形成方法
を用いることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第１の具体例を
説明する断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第１の具体例と
の比較例（第１の比較例）を表す断面図である。
【図３】本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第２の具体例を
説明する断面図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法の第２の具体例と
の比較例（第２の比較例）を表す断面図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法を説明する断面図
である。
【図６】本発明の第２の実施の形態にかかるレジストパターン形成方法を説明する断面図
である。
【図７】本発明の第２の実施の形態の具体例によるレジストパターンの断面ＳＥＭ写真を
比較例の断面ＳＥＭ写真とともに表した線図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態の具体例によるレジストパターンの断面形状を比較例
とともに表した模式図である。
【図９】レジストパターンの側壁角θの定義、および本発明の第２の実施の形態による側
壁角θのコントロール方法を説明する模式断面図である。
【図１０】半導体デバイスの製造工程の一部を例示するフローチャートである。
【符号の説明】
【００５７】
　１０，１５　被加工膜、　２０　緩衝剤含有膜、　３０　フォトレジスト膜、　３０ａ
，３０ｂ，３０ｃ　レジストパターン、　２００　被処理基板、　２１０，２１１　下層
膜、　２２０　中間膜、　２３０　フォトレジスト膜、　２３０ａ，２３０ｂ　レジスト
パターン
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